
沖縄総合事務局開発建設部事業評価監視委員会運営要領

（目的）

第１条 本要領は、沖縄総合事務局開発建設部事業評価監視委員会（以下「委員会」とい

う ）規則第４条第２項の規定に基づき、委員会運営についての必要な事項を定めるも。

のである。

（委員会の開催）

第２条 委員会の開催は委員長が召集するものとする。

２ 委員会は、委員の総数の二分の一以上の出席がなければ、開催することができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決

するところによる。

（審議）

第３条 委員会は、再評価の審議対象事業について、事業の必要性（事業を巡る社会経済

情勢等の変化、事業の投資効果、事業の進捗状況 、事業の進捗の見込み、コスト縮減）

や代替案立案等の可能性を勘案して、適正な事業再評価がなされているのか審議するも

のとする。

２ 委員会は、事後評価の審議対象事業について、費用対効果分析の算定基礎となった要

因の変化、事業の効果の発現状況、事業実施による環境の変化、社会経済情勢の変化、

今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性、同種事業の計画・調査のあり方や事業評

価手法の見直しの必要性等を勘案して、適切な事後評価がなされているのか審議するも

のとする。

３ 委員会は、再評価又は事後評価の審議対象事業について、沖縄総合事務局開発建設部

（以下「部」という ）が作成した再評価の対応方針（原案）又は事後評価の評価結果。

及び改善措置等（原案）に対し意見がある場合には、委員長が委員会で審議された意見

をとりまとめて部に対してその具申を行うものとする。

（審議過程の透明性の確保）

第４条 委員会の審議過程の透明性の確保を図るため、委員の氏名、会議の開催について

はあらかじめ公表するものとする。

２ 委員会の会議については、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、個人情

報等を一時的に取り扱う場合等、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることがで

きる。



３ 委員会の会議に提出された以下の資料等については、公開に合わせ、公表するものと

する。

・再評価及び事後評価を実施する事業の一覧表

・再評価に係る資料

・事後評価に係る資料

ただし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については公表しないものとす

る。

（外部専門家、施設管理者の意見の聴取）

第５条 委員会は、事業特性や技術的判断等が反映可能な運営を図るため、必要に応じ、

外部専門家の意見を聴取することができる。

２ 委員会は、委員会が必要と認めるときは、部が実施する事業に関連する施設管理者の

意見を聴取することができる。

（補則）

第６条 この運営要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会で定

める。

附則

この要領は、平成10年11月 2日から施行する。

この要領は、平成12年 2月 1日から施行する。

この要領は、平成12年 3月21日から施行する。

この要領は、平成14年 3月26日から施行する。

この要領は、平成15年 7月23日から施行する。

この要領は、平成18年 3月 7日から施行する。




